
代
・

現
代
⑴
九
九
）
で

あ
る
。

官
選
県
令
で

は
、

「
其
政
ヲ

施
ス

ヤ

信
シ

テ
以
テ

便
ト
ス

ル

所
ニ

シ

テ
反
テ
人
民
ノ

不
便
ヲ

招
キ
其
制
ヲ

設
ク
ル

ヤ

視

テ
以
テ
利
ト
ス

ル

所
ニ

シ

テ
反
テ
衆
庶
ノ

不
利
ヲ

惹
ク
モ

ノ
ア
リ
」
と
な
り
、

県
民
の

実
情
と
利
害
を
理
解
で

き
な
い

と
い

う
の
で

あ
っ

た
。

実
際

に
は
、

こ

の

建
議
案
は
提
出
さ
れ
な
か
っ

た
が
、

こ

う
し
た
要
求
が
住
民
の

側
か
ら
出
は
じ
め
て
い

た
こ

と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

備
荒
儲
蓄
規
則
の

再

否
決
と
原
案
執
行

『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
が
さ
き
に

指
摘
し
た
府
県
会
規
則
第
五
条
の

発
動
が
神
奈
川
県
会
に

対
し
て

も
な
さ
れ
る
時
が

き
た
。

そ
れ
は
一

八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
十
二

月
の

第
三
回
臨
時
県
会
で
の

出
来
事
で

あ
っ

た
。

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
六
月
、

政
府
は
太
政
官
布
告
第
三
十
一

号
を
も
っ

て

「
備
荒
儲
蓄
法
」
を
公
布
し

た
。

そ
の

趣
旨
は
、

凶
荒
・

災
害

が
あ
っ

た
と
き
、

府
県
が
罹
災
し
た
窮
民
に

食
料
・

農
具
料
等
を
給
与
し
、

罹
災
に
よ
っ

て

地
租
を
納
め
る
こ

と
が
で

き
な
く
な
っ

た
者
に

そ
れ
を

補
助
な
い

し
貸
与
す
る
と
い

う
も
の

で

あ
っ

た
（
第
一

条
）。

そ
し
て
、

そ
の

費
用
た
る
備
荒
儲
蓄
金
は
、

各
府
県
に
お
い

て

地
租
割
で

徴
収
さ
れ
る

公
儲
金
と
各
府
県
の

地
租
額
に

応
じ
て

下
渡
さ
れ
る
政
府
補
助
金
（
全
国
総
額
九
十
万
円
）
と
か
ら
な
り
、

か
つ

公
儲
金
は
政
府
配
布
金
を
下
ら
な
い

額
と
さ
れ
た
（
第
二
条
）。

ま
た
公
儲
金
の

う
ち
、

そ
の

半
額
は
政
府
の

公
債
証
書
に

交
換
す
べ

き
も
の

と
さ
れ
た
（
第
五
条
）。

な
る
ほ
ど
政
府
も
年

々

百
二
十
万
円
支
出
す
る
こ

と
に
は
な
っ

て
い

る
が
、

そ
れ
に
ほ
ぼ
匹
敵
す
る
額
が
新
た
に

府
県
の

負
担
と
な
る
の

で

あ
る
。

政
府
は
そ
れ
で

地
租

の

徴
収
を
確
保
し
、

公
債
を
引
き
受
け
さ
せ
る
こ

と
も
で

き
る
。

一

挙
両
得
で

あ
っ

た
。

そ
れ
に

対
し
て

府
県
会
の

側
は
民
力
休
養
を
掲
げ
て

過
去

二

回
の

議
会
で

大
幅
削
減
の

査
定
を
し
て

き
て
い

た
。

問
題
に

な
ら
な
い

ほ
う
が
不
思
議
な
ほ
ど
で

あ
っ

た
。

公
儲
金
額
や
そ
の

徴
収
方
法
の

細
目
は
府
県
会
の

議
決
に
よ
る
も
の

と

さ

れ
た
か
ら
、

県
令
は
一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
十
二

月
六
日
に

臨
時

県
会
を
開
催
し
た
。

こ

の

と
き
提
出
さ
れ
た
議
案
は
「
備
荒
儲
蓄
規
則
」「
明
治
十
三
年
度
下
半
期
備
荒
儲
蓄
方
法
」「
明
治
十
三
年
度
備
荒
儲
蓄
金

収
支
予
算
」
ほ
か
一

件
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

第
一

号
議
案
「
備
荒
儲
蓄
規
則
」
の

審
議
は
冒
頭
か
ら
反
対
説
が
百
出
し
た
。

来
栖
壮
兵
衛
議
員
は
、

備
荒
儲
蓄
は
必
要
で

あ
る
が
、

こ

の

法
は
窮
民
救
助
と
地
租
不
納
額
の

補
助
・

貸
与
を
意
味
す
る
の

で

「
備
荒
ノ

二

字
ニ
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適
合
」
し
な
い
。

こ

れ
は
「
官
ニ

便
ナ
ル

モ

人
民
ニ

不
便
ナ
ル

者
」
だ
と
述
べ
、

佐
藤
貞
幹
議
員
（
都
筑
郡
）
は
、

備
荒
儲
蓄
は
人
民
に

欠
く
べ

か

ら
ざ
る
も
の

で

あ
っ

て
、

政
府
の

法
が
な
く
と
も
人
民
が
各
自
お
こ

な
う
べ

き

も
の

で

あ
る
。

こ

の

法
は
「
頗
ル

民
情
ニ

適
セ

ズ

」
と
い

い
、

さ

ら
に

「
恐
ク
ハ

全
国
ヲ

挙
テ
之
ヲ

可
ト
ス

ル

者
ナ
カ
ラ
ン

」
と
ま
で

述
べ
、

反
対
し
た
。

こ

の

よ
う
な
認
識
は
多
く
の

議
員
に

共
通
す
る
も
の

で
、

賛
成
説
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

議
案
「
備
荒
儲
蓄
規
則
」
が
政
府
の

成
法
に

基
づ
く
も
の

で

あ
る
た
め
、

そ
の

取
り
扱
い

は
難
し
く
、

意
見
も
分
か

れ
た
。

来
栖
議
員
は
、

「
国

民
ハ

法
ニ

遵
フ

ノ

義
務
ア

リ

」
と
し
て
、

内
容
に
は
反
対
だ
が
こ

の

場
は
い

ち
お
う
可
決
し
て
、

建
議
権
の

あ
る
来
年
の

通
常
会
で

改
正
を
建
議
す

る
、

と
い

う
提
案
を
し
た
。

佐
藤
議
員
は
来
栖
と
同
じ
認
識
に
立
ち
つ

つ

も
、

来
年
の

通
常
会
ま
で

「
延
会
」
し
、

政
府
に

建
議
す
べ

き
だ
と
主
張

し
た
。

こ

れ
に

対
し
山
本
作
左
衛
門
議
員
や
吉
野
泰
三
議
員
は
廃
案
説
を
主
張
し
た
。

こ

れ
に

対
し
、

番
外
一

番
と
し
て

臨
ん
で
い

た
県
の

妻
木
少

書
記
官
は
、

「
今
之
ヲ

廃
サ
バ

議
会
ヲ

中
止
シ

或
ハ

之
ヲ

解
散
シ

種
々

ノ

手
数
ヲ

要
ス

ル

迄
ニ

シ

テ
公
儲
ハ

必
ズ
為
サ
ヾ

ル

ヲ

得
サ
ル

ナ
リ
徒
ニ

風

潮
ニ

雷
同
シ

テ
廃
案
ト
為
ス

如
キ
ハ

最
モ

忌
嫌
ス

ベ

キ
コ

ト

」
と
強
い

姿
勢
で

恫
喝
し
た
。

こ

の

恫
喝
を
前
に

し
て
、

山
本
ら
の

廃
案
論
者
は
、

備

荒
儲
蓄
法
そ
の

も
の

を
批
判
す
る
こ

と
は
県
会
の

中
止
・

解
散
を
招
き
、

さ
ら
に
は
成
法
誹
毀
罪
に

問
わ
れ
か
ね
な
い

こ

と
を
考
慮
し
、

た
だ
こ

の

案
は
不
十
分
だ
か
ら
廃
案
す
る
と
い

う
論
法
で

対
応
し
た
。

県
官
が
来
栖
議
員
の
、

審
議
可
決
の

う
え
来
年
の

通
常
会
で

改
正
を
建
議
す
る
と
い

う

説
を
暗
に

支
持
し
て
い

た
た
め
、

山
本
・

吉
野
議
員
と
来
栖
議
員
と
の

間
に

や
り
と
り
も
あ
っ

た
。

吉
野
議
員
は
、

そ
の

な
か
で
、

「
某
議
員
ノ

如

キ
ハ

行
政
事
務
ニ

関
セ

リ
ト
ノ

風
評
ナ

キ
ニ

シ

モ

ア
ラ
ズ

」
と
非
難
を
来
栖
議
員
に

加
え
て
い

る
。

意
見
の

対
立
が
つ

づ
く
な
か
で
、

議
長
は
採
択
に

移
る
こ

と
を
指
示
し
た
。

結
果
は
三
案
と
も
に

過
半
数
を
得
ら
れ
ず
、

ま
た
、

さ
ら
に

審
議
を

継
続
す
る
動
議
も
否
決
さ
れ
た
た
め
、

こ

の

議
案
は
消
滅
に

帰
し
た
の

で

あ
る
。

県
令
野
村
靖
は
、

十
二

月
十
四
日
、

こ

れ
を
不
服
と
し
て

内
務
卿

松
方
正
義
に

具
申
し
指
示
を
仰
い

だ
が
、

内
務
卿
は
再
議
を
命
じ
て

き
た
。

そ
こ

で

同
月
十
七
日
よ
り
県
会
が
開
か
れ
、

再
議
に

付
さ
れ
た
の

で

あ
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る
が
、

結
果
は
前
回
と
同
様
、

原
案
消
滅
と
な
っ

た
。

再
び
県
令
は
内
務
卿
に

指
示
を
仰
い

だ
。

事
こ

こ

に

至
っ

て
は
や
む
な
し
と
見
て
、

内
務
卿

は
原
案
の

執
行
を
命
じ
た
。

県
令
は
翌
一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
一

月
、

甲
第
三
号
を
も
っ

て

「
備
荒
儲
蓄
規
則
」
を
布
達
・

施
行
し
た
。

消
滅
と
い

う
方
法
に
よ
っ

て

県
会
は
中
止
・

解
散
を
命
ぜ
ら
れ
る
に

至
ら
な
か
っ

た
が
、

政
府
と
の

対
立
が
誰
の

眼
に

も
は
っ

き
り
と
映
っ

た
出

来
事
で

あ
っ

た
。

県
会
の

動
向
に

対
し
『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
は
再
三
、

論
評
を
加
え
て
い

る
。

だ
が
、

そ
の

趣
旨
は
来
栖
議
員
の

そ
れ
と
同
一

で
、

廃
案
説
に

批
判
的
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
言
動
は
、

国
会
開
設
の

大
目
的
を
前
に

し
て
、

そ
れ
を
「
民
智
未
開
」
を
口

実
に

拒
否
し
て
い

る

官
権
者
流
を
利
す
る
と
述
べ
、

県
会
は
与
え
ら
れ
た
権
限
を
守
り
順
を
踏
む
べ

き
だ
と
い

う
の

で

あ
っ

た（
同
紙
、

明
治
十
四
年
一

月
十
一

日
付
社
説「
神

奈
川
県
備
荒
儲
蓄
法
」）。

監
獄
費
等
の

地
方
税
移
管
と

土
木
費
国
庫
下
渡
金
の

廃
止

政
府
は
一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
十
一

月
、

大
政
官
布
告
第
四
八
号
を
も
っ

て

地
方
税
規
則
を
つ

ぎ
の

よ
う
に

改
正
す
る
旨
公
布
し
た
。

そ
れ
は
、

地
租
割
課
税
限
度
額
を
五
分
の
一

か
ら
三
分
の
一

に

引
き
あ
げ
て

増
税
を
可

能
と
し
、

こ

れ
ま
で

国
庫
の

支
弁
で

あ
っ

た
府
県
庁
舎
建
築
修
繕
費
・

府
県
監
獄
費
・

府
県
監
獄
建
築
修
繕
費
を
地
方
税
支
弁
に

移
管
す
る
。

土
木

費
（
河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
繕
費
）
に
お
け
る
国
庫
下
渡
金
は
廃
止
す
る
。

と
い

う
も
の

で
、

い

ず
れ

も
一

八
八
一

年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ

と

に

な
っ

て
い

た
。

こ

れ
は
当
然
な
が
ら
地
方
負
担
の

大
幅
増
加
を
意
味
す
る
。

政
府
の

ね
ら
い

は
、

紙
幣
整
理
の

た
め
の

財
源
確
保
に

あ
り
、

備
荒

儲
蓄
法
と
合
わ
せ
て
、

政
府
と
県
会
の

矛
盾
対
立
を
い

っ

そ
う
強
め

る

も
の

で

あ
っ

た
。

な
お
、

一

八
八
一

年
二

月
、

さ
ら
に

地
方
税
支
弁
費
の

一

部
改
正
が
お
こ

な
わ
れ
、

河
港
道
路
堤
防
橋
梁
建
築
修
繕
費
は
、

県
に

属
す
る
も
の

と
区
町
村
に

属
す
る
そ
の

補
助
費
と
を
内
容
と
す
る
「
土
木

費
」
に

改
め
ら
れ
、

県
立
学
校
及
び
小
学
校
補
助
費
も
、

県
に

属
す
る
教
育
の

費
用
お
よ
び
区
町
村
立
学
校
の

補
助
費
を
内
容
と
す
る
「
教
育
費
」

に

改
め
ら
れ
、

新
た
に

「
地
方
税
取
扱
費
」
が
追
加
さ
れ
た
。

地
方
税
取
扱
費
は
、

為
換
方
の

給
料
お
よ
び
手
数
料
や
送
料
な
ど
に

充
て
ら
れ
る
も

の

で

あ
っ

た
。
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一

八
八
一

年
度

予
算
の
審
議

こ

れ
ら
の

変
更
と
、

前
節
で

み
た
郡
部
会
・

区
部
会
の

設
置
、

常
置
委
員
会
の

新
設
と
い

う
組
織
変
更
の

も
と
で
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
度
予
算
を
審
議
す
る
第
五
回
通
常
県
会
が
開
か
れ
た
の

は
、

規
則
よ
り
遅
れ
る
こ

と
五
か
月
余
り
後
の

八
月

十
五
日
で

あ
っ

た
。

そ
の

遅
れ
に
つ

い

て
、

県
令
野
村
靖
は
、

開
場
式
の

演
説
で
、

「
新
ニ

法
制
ノ

出
テ
シ

ヨ

リ
議
案
調
製
ノ

遷
延
シ

タ

ル

ニ

由
ル

モ

ノ

」
と
述
べ

て
い

る
。

な
お
、

議
事
に

先
立
っ

て
、

常
置
委
員
会
か
ら
の

意
見
書
が
書
面
で

議
員
に

明
ら
か
に

さ
れ
た
。

そ
の

第
一

号
議
案
は
、

県
会
区
部
会
郡
部
会
議
定
事
件
分
別
条
例
で

あ
っ

た
。

前
年
度
の

地
方
経
済
郡
区
条
例
に

似
た
も
の
で

あ
る
が
、

県
会
の

組
織
が
二
重
と
な
り
、

三
つ

の

会
議
組
織
を
も
つ

も
の

に

な
っ

た
た
め
、

こ

こ

で
は
、

負
担
割
合
な
ど
は
掲
示
さ
れ
ず
、

も
っ

ぱ
ら
三
会
議
に

付
す

べ

き
議
事
対
象
の

み
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。

そ
の

第
一

条
は
県
会
（
郡
区
合
同
会
議
）
に
か
か
る
も
の
で
、

十
八
項
目
か
ら
成
っ

て
い

る
が
、

こ

の

中

で

注
目
す
べ

き
こ

と
は
、

移
管
あ
る
い

は
追
加
さ
れ
た
四
費
目
が
こ

こ

に

あ
る
こ

と
、

前
々

回
の

臨
時
県
会
で

問
題
と
な
っ

た
備
荒
儲
蓄
関
係
が
入

っ

て
い

る
こ

と
で

あ
る
。

第
二

条
は
区
部
会
と
郡
部
会
に

分
別
す
る
議
事
対
象
を
掲
げ
た
も
の

で
、

例
え
ば
区
部
会
の

そ
れ
は
区
部
土
木
費
・

区
庁

舎
建
築
修
繕
費
・

区
吏
員
給
料
旅
費
及
び
庁
中
諸
費
・

区
部
戸
長
以
下
給
料
及
び
戸
長
職
務
取
扱
諸
費
・

教
育
費
中
幼
稚
園
費
・

県
会
諸
費
中
区
部

議
員
賄
料
及
び
区
部
会
并
区
部
常
置
委
員
会
諸
費
・

勧
業
費
中
勧
商
費
・

「
地
方
税
取
扱
費
中
区
役
所
ニ

設
ケ
ル

取
扱
所
費
」
・

区
部
地
方
税
・

「
郡

区
連
帯
セ

サ
ル

区
部
負
担
ノ

経
費
中
ニ

収
入
ス

ヘ

キ
雑
収
入
金
」
の

十
二

項
目
か
ら
成
っ

て
い

た
。

郡
部
会
の

そ
れ
は
、

第
五
項
の

教
育
費
中
幼
稚

園
費
を
削
除
し
、

第
八
項
の

勧
業
費
中
勧
商
費
を
勧
農
費
と
変
え
、

他
は
区
を
郡
に

変
え
る
だ
け
で

あ
っ

た
。

県
会
は
こ

の

第
一

号
議
案
第
一

条
に
と
り
か
か
ろ
う
と
し
た
と
こ

ろ
、

そ
の

な
か
に

備
荒
儲
蓄
関
係
が
あ
っ

た
た
め
、

早
速
前
の

議
論
の

む
し
返

し
と
な
り
、

容
易
に

収
拾
が
つ

か

な
か
っ

た
。

そ
う
し
た
な
か
で
、

菊
地
小
兵
衛
議
員（
高
座
郡
）か
ら
、

第
二
条
に

あ
る

土
木
費
を
第
一

条
に

移
し

て

郡
区
連
帯
支
弁
に

す
る
意
見
も
出
さ
れ
、

議
場
は
こ

の

二

問
題
を
め
ぐ
っ

て

賛
否
が
激
し
く
入
り
乱
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

菊
地
議
員
の

主
張
の

背

景
に

は
、

地
方
税
支
弁
の

額
以
上
も
あ
っ

た
土
木
費
国
庫
下
渡
金
が
廃
止
さ
れ
た
こ

と
に
よ
っ

て
、

郡
部
負
担
だ
け
で

は
急
施
を
要
す
る
堤
防
治
水
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が
な
し
え
な
い

と
の

危
機
感
が
あ
り
、

こ

の

説
に

賛
成
し
た
霜
嶋
久
円
議
員（
愛
甲
郡
）は
、

「
一

村
挙
ツ

テ
其
他
価
幾
何
ア

リ
ト

云
ハ

ゝ

僅
々

千
円
ニ

出
テ
ス

シ

テ
其
土
地
ニ

要
ス

ル

堤
防
費
ニ

千
五
百
円
ヲ
モ

費
ス

モ

ノ

ア
ル

ニ

ア
ラ
ス

ヤ

」
と
述
べ

て
い

る
。

し
か
し
、

区
部
議
員
が
反
対
し
た
の

は

も
ち
ろ
ん
、

郡
部
議
員
に
お
い

て

も
土
木
費
中
の

巨
額
を
占
め
る
堤
防
費
に

あ
ま
り
か
か
わ
り
の

な
い

議
員
も
い

た
。

こ

う
し
た
議
論
の

後
、

議
長

は
第
一

条
の

採
決
を
指
示
し
た
が
、

原
案
・

各
修
正
案
と
も
少
数
否
決
と
な
っ

た
。

し
か
し
、

再
議
に

付
す
る
動
議
が
可
決
さ
れ
、

同
様
の

議
論
を

く
り
か
え
し
た
後
、

再
び
採
決
に
移
り
、

今
度
は
原
案
が
可
決
さ
れ
た
の

で

あ
っ

た
。

そ
し
て
、

郡
区
分
別
の

第
二
条
も
、

原
案
通
り
可
決
と
な
っ

た
。

つ

い

で

第
二

号
議
案
「
地
方
税
支
弁
区
郡
部
負
担
割
合
条
例
」
の

審
議
に

移
っ

た
。

こ

れ
は
い

う
ま
で

も
な
く
、

第
一

号
議
案
第
一

条
に
か
か
る

経
費
を
対
象
と
し
て
い

る
。

常
置
委
員
会
は
、

「
本
年
度
ハ

地
方
税
ノ

増
加
セ

シ

ヨ

リ
民
力
ニ

モ

堪
へ

難
ケ
レ

ハ

止
ム

ヲ

得
ス

」（
常
置
委
員
の

来
栖
議

員
の

発
言
）と
し
て

衛
生
及
び
病
院
費
中
の

病
院
費
と
救
育
費
を
全
廃
す
る
。

ま
た
教
育
費
中
の

但
書
は
中
学
校
費
に

関
す
る
も
の

な
の

で
、

こ

れ
も

廃
棄
の

意
味
で

削
除
す
る
、

と
の

意
見
書
を
提
出
し
て
い

た
。

第
二

号
議
案
は
具
体
的
な
予
算
額
を
審
議
す
る
も
の

で

な
く
、

単
に

郡
区
の

負
担
割

合
を
定
め
る
も
の

に

す
ぎ
な
か
っ

た
が
、

も
し
費
目
自
体
を
削
減
す
る
と
す
れ
ば
、

第
二
号
議
案
中
の

そ
の

費
目
も
削
除
す
る
必
要
が
あ
り
、

実
際

に

は
、

予
算
額
と
も
に

ら
み
合
わ
せ
て

審
議
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。

審
議
の

結
果
、

警
察
費
の
、

人
口
一

人
当
た
り
に
お
い

て

区
部
は
郡
部
の

五

倍
と
い

う
原
案
が
ま
ず
可
決
さ
れ
、

浦
役
場
及
び
難
波
船
諸
費
・

管
内
限
諸
達
書
及
び
掲
示
諸
費
・

県
庁
舎
建
築
修
繕
費
・

衛
生
費
及
び
病
院
費
中

の

衛
生
費
・

常
置
委
員
関
係
費
を
除
く
県
会
諸
費
・

勧
農
費
と
勧
商
費
を
除
く
勧
業
費
が
最
終
的
に
い

ず
れ
も
原
案
通
り
、

郡
区
の

人
口

比
に

応
じ

て

負
担
す
る
こ

と
に

決
ま
っ

た
。

衛
生
費
及
び
病
院
費
中
の

病
院
費
は
、

常
置
委
員
会
が
削
除
の

意
見
を
述
べ

た
費
目
で

あ
っ

た
が
、

こ

れ
も
原
案

通
り
、

前
回
同
様
の

過
去
三
か

年
平
均
の

郡
区
別
患
者
数
に

比
例
し
て

負
担
す
る
こ

と
に

な
っ

た
。

し
か
し
、

救
育
費（
救
育
所
費
に

充
当
）は
、

一

度

は
二
次
会
で

原
案
が
可
決
さ
れ
た
も
の

の
、

戸
塚
千
太
郎
議
員（
横
浜
区
）の
動
議
が

採
択
さ
れ
削
除
と
な
っ

た
。

削
除
に

賛
成
し
た
議
員
の

な
か
に
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は
、

常
置
委
員
の

意
見
の

よ
う
な
考
え
と
と
も
に
、

救
育
所
は
横
浜

に

し
か
な
い

の

だ
か
ら
、

郡
区
分
別
の

費
目
に

ま
わ
し
た
ほ
う
が
よ

い

と
い

う
考
え
が
あ
っ

た
。

最
も
紛
糾
し
た
の

は
、

新
た
に

県
に

移
管
さ
れ
た
監
獄
費
と
監
獄

建
築
修
繕
費
の

二
つ

で
、

原
案
は
単
に

人
口

比
に

応
じ
て

と
い

う
こ

と
で

あ
っ

た
が
、

前
年
度
予
算
審
議
に
お
け
る
警
察
費
の

場
合
と
同

様
の

意
見
が
郡
部
議
員
に

強
く
、

二

度
に

わ
た
る
原
案
消
滅
、

さ
ら

に

県
会
の

再
討
議
と
い

っ

た
迂
余
曲
折
が
あ
り
、

結
局
、

人
口
一

人

当
た
り
に

し
て

区
部
は
郡
部
の

二
倍
と
修
正
さ
れ
た
。

第
二

号
議
案
が
議
了
し
た
の

は
十
一

月
の

末
で

あ
り
、

八
月
十
五

日
の

開
会
日
か
ら
三
か

月
以
上
た
っ

て
い

る
。

こ

の

間
、

二
度
に
わ

た
っ

て

会
期
の

延
長
が
お
こ

な
わ
れ
て

お
り
、

ま
た
十
一

月
八
日
付

を
も
っ

て

県
令
が
野
村
靖
か
ら
沖
守
固
に
替
わ
り
、

同
月
十
六
日
は

県
会
の

正
副
議
長
が

替
わ
っ

て

福
井
直
吉（
大
住
郡
）・
戸
塚
千
太
郎

に

な
る
と
い

う
異
動
が
あ
っ

た
。

そ
し
て
一

方
で

は
、

県
会（
郡
区
合

同
会
議
）・
郡
部
会
・

区
部
会
で

予
算
案
審
議
が
進
め
ら
れ
て
い

た
。

一

八
八
一

年
度
の

歳
出
予
算（
但
し
地
方
税
支
弁
分
）の
原
案
は
、

郡

第7表　1881年度郡区連帯歳出予算額（地方税支出分）

備考

1　実際以上の外に雑収入（30,301円），国庫下渡金（47,616円），賦金（7,305），計85,223円
があるので，予算規模としては，もっと大きい

2　浦役場及難波船諸費は，県会の減額修正に対し，原案が執行された
3　『神奈川県会史』第1巻（457～493ページ）から作成
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区
連
帯
が
十
六
万
四
千
五
百
四
円
余
、

郡
部
限
り
が
二

十
一

万
五
千
五
百
六
十
三
円
余
、

区
部
限
り
が
四
万
一

千
八
百
十
四
円
余
、

計
四
十
二
万
一

千
八
百
八
十
一

円
余
で

あ
っ

た
。

こ

れ
に

対
す
る
県
会
の

議
決
し
た
額
は
、

各
郡
区
限
り
の

予
算
に
つ

い

て

は
不
明
で

あ
る
が
、

郡
区
連
帯
関
係
は

二
四
㌫
削
減
の

十
二
万
五
千
七
百
三
十
二

円
で
、

合
計
額
で

は
九
㌫
余
減
の

三
十
八
万
五
千
八
百
八
十
六
円
余
と
な
っ

て
い

る
。

第
七
表
に

よ
っ

て

郡
区
連
帯
関
係
歳
出
予
算
を
み
る
と
、

地
方
負
担
が
著
し
く
増
加
し
た
な
か
で
、

病
院
費（
十
全
医
院
費
）・
教
育
費（
中
学
校
・

県
立
女
子
師
範
学
校
費
）

・

救
育
費
（
救
育
所
費
）・
勧
業
費
・

県
庁
舎
建
築
費
な
ど
を
大
幅
に

削
減
し
、

事
態
を
の

り
き
ろ
う
と
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。

そ
の

た
め
、

住
民
取

り
締
り
を
本
旨
と
す
る
警
察
・

監
獄
関
係
費
が
、

合
わ
せ
て

全
体
の

八
三

㌫
に
の

ぼ
る
結
果
と
な
り
、

県
民
の

た
め
の

県
会
で

な
く
政
府
の

た
め

の

県
会
と
の

感
を
強
く
さ
せ
る
の

で

あ
っ

た
。

な
お
、

浦
役
場
及
び
難
波
船
諸
費
三
百
八
十
一

円
余
を
削
減
し
た
と
こ

ろ
、

県
令
が
認
可
せ
ず
、

内

務
卿
の

指
示
に
よ
り
原
案
が
執
行
さ
れ
た
。

一

方
、

県
会
の

議
決
し
た
歳
入
予
算
に
お
け
る
郡
区
負
担
を
み
る
と
、

郡
が
三
十
一

万
五
千
六
百
六
十
一

円
、

区
が
七
万
二
百
二

十
六
円
で
、

か

つ

て

な
い

額
で

あ
っ

た
。

と
り
わ
け
て

区
は
前
年
比
五
割
増
と
な
っ

て
い

る
。

郡
区
連
帯
支
弁
に
入
っ

て
い

た
十
全
医
院
費
、

救
育
所
費
が
削
除
さ

れ
た
た
め
、

こ

の

二
つ

が
区
部
議
定
事
項
と
し
て

追
加
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
、

そ
れ
が
区
の

負
担
を
い

っ

そ
う
大
き
く
し
て
い

た
。

こ

の

た
め
、

区

は
、

地
租
割
を
限
度
額
一

杯
の

三
分
の
一

と
し
、

営
業
税
の

最
高
額
を
三
百
円
に
、

雑
種
税
の

最
高
額
を
五
十
円
に

ま
で

引
き
あ
げ
、

か
つ
一

戸
当

た
り
四
十
八
銭
の

戸
数
割
を
徴
収
し
た
。

こ

れ
に

対
し
て

郡
部
の

そ
れ
は
、

地
租
割
四
分
の
一

、

営
業
税
・

雑
種
税
の

最
高
額
は
従
来
と
同
じ
十
五

円
、

一

戸
当
た
り
二
十
八
銭
の

戸
数
割
で

あ
っ

た
。

一

八
八
一

年
の

政
変
と
県
会

県
会
が
議
事
を
終
え
閉
会
し
た
の

は
十
二
月
十
日
の
こ

と
で
、

区
部
会
の

閉
会
は
同
二
十
日
で

あ
っ

た
。

翌
一

八
八
二

年
三
月

に

な
る
と
、

前
年
の

政
変
で

下
野
し
た
島
田
三
郎
や
肥
塚
龍
と
い

っ

た
著
名
な
民
権
家
が
横
浜
区
の

補
欠
選
挙
に

当
選
し
、

県

会
議
場
に

登
場
し
て
き
た
。

そ
の

最
初
の

議
会
、

す
な
わ
ち
第
六
回
通
常
会
で

は
、

島
田
が
県
会
議
長
に

選
ば
れ
て
い

る
。

こ

の

と
き
は
在
職
四
か
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月
の

短
期
間
で

あ
っ

た
が
、

県
会
の

島
田
へ

の

期
待
の

ほ
ど
を
も
の

が
た
る
も
の

と
い

え
よ
う
。

こ

の

通
常
会
で

は
一

八
八
二
年
度
予
算
が
審
議
さ
れ
た
。

地
方
税
に
か
か
る
予
算
の

原
案
は
四
十
一

万
四
千
七
百
七
十
七
円
で
、

県
会
の

決
議
は
三
十
三
万
二

千
五
百
三
円
（
原
案
比
八
〇

㌫
）
で

あ
っ

た
。

ま
た
、

翌
一

八
八
三
年
三
月
〜
五
月
の

第
九
回
通
常
会
で

の
一

八
八
三
年
度
予
算
は
、

原
案
四
十
三
万

八
千
六
百
七
十
七
円
に

対
し
、

県
会
議
決
額
三
十
六
万
七
千
二
百
四
十
四
円
（
原
案
比
八
三
・

七

㌫
）で

あ
っ

た
（「
明
治
十
六
年
甲
部
巡
察
使
復
命
書
神
奈
川
県
ノ

部
」〈
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

〇
三
〉）。
こ

の

よ

う
に

県
会
は
負
担
軽
減
を
め
ざ
し
つ

づ
け
て
い

る
。

だ
が
予
算
の

枠
組
や
県
会
組
織
の

問
題
は
、

ほ
ぼ
一

八
八
一

年
ま
で
に

出
つ

く
し
た
感
が
あ
っ

た
。

た
だ
一

八
八
二
年
一

月
、

太
政
官
布
告
第
二
号
を
も
っ

て

地
方
税
で

支
弁
す
る
費
目
が
改
正
さ
れ
、

新
た
に
、

土
木
費
の

ほ
か
に

区
町
村
土
木

補
助
費
が
、

教
育
費
の

ほ
か
に

区
町
村
教
育
費
が
設
け
ら
れ
た
た
め
、

神
奈
川
県
の

場
合
、

土
木
費
に

仮
定
三
国
道
の

修
繕
費
を
も
り
こ

ん
で

郡
区

連
帯
の

費
目
と
し
た
と
い

う
変
化
が
あ
る
。

初
期
神
奈
川
県
会
の

特
徴
は
、

県
民
負
担
の

軽
減
を
め
ざ
し
つ

づ
け
た
こ

と
と
、

郡
部
と
区
部
の

対
立
の

激
し
さ
に

あ
る
。

こ

の

両
者
は
矛
盾
す

る
も
の

で

は
な
く
、

前
者
を
追
求
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
後
者
の

問
題
が
で
て

く
る
の

で

あ
っ

た
。

自
由
民
権
運
動
の

側
か
ら
み
れ
ば
、

そ
れ
は
県
議
層

お
よ
び
住
民
同
士
の

分
断
の
一

条
件
を
形
づ
く
っ

た
こ

と
に

な
る
が
、

下
野
し
た
島
田
が
県
会
議
長
に

迎
え
ら
れ
た
ご
と
く
、

一

八
八
二
年
前
半
ま

で
は
少
な
く
と
も
、

県
会
全
体
が
住
民
側
に

立
ち
つ

づ
け
て
い

た
と
い

え
よ
う
。

島田三郎
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第
三
節
　

郡
区
・

町
村
の

編
制

一

　
郡
区
の

編
制
と
機
構

郡
区
町
村
編
制
法

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
七
月
公
布
の

「
郡
区
町
村
編
制
法
」
に

よ
っ

て
、

地
方
制
度
は
一

変
さ
れ
る

こ

と

に

な
っ

た
。

府
県
の

下
に

郡
と
区
が
置
か
れ
、

郡
の

下
に

は
町
や
村
が
置
か
れ
て

末
端
の

行
政
単
位
と

な
っ

た
（
同
法
第
一

条
）。
ま
た
、

郡
と
町
村
の

区
域
と
名
称
は
す
べ

て

旧
に

依
る
と
し
て

大
区
小
区
制
以
前
の

状
態
に

も
ど
さ
れ
た
が
、

郡
の

区
域
が
広
す
ぎ
て

施
政
上
不
便
な
場
合

は
一

郡
を
数
郡
に

分
け
て

も
よ
か
っ

た
（
同
法
第
二
、

三
条
）。

区
は
「
三
府
五
港
其
他
人
民
輻
輳
ノ

地
」
を
独
立
の

行
政
単
位
と
し
た
も
の

で

あ
る
（
同
法
第
四
条
）。
同
法
は
さ
ら
に
、

各
郡
と
区
に

郡
長
と
区

長
を
置
く
こ

と
を
定
め
た
が
、

郡
が
狭
小
な
場
合
は
数
郡
に
一

郡
長
を
置
い

て

も
よ
い

と
し
た
。

一

方
、

各
町
村
に
は
戸
長
一

人
が
置
か
れ
る
こ

と
と
な
っ

た
が
、

場
合
に
よ
っ

て

は
数
町
村
が
連
合
で
一

人
の

戸
長
を
置
く
こ

と
が
で

き
、

区
内

の

町
村
は
戸
長
を
置
か
ず
に
そ
の

職
務
を
区
長
に
兼
ね
さ
せ
て

も
よ
か
っ

た
（
同
法
第
六
条
）。

県
は
こ

の

法
の

施
行
に

あ
た
り
、

十
月
二

十
三
日
、

内
務
卿
伊
藤
博
文
に

対
し
て
、

武
蔵
国
多
摩
郡
は
「
区
域
広
濶
」
で
「
風
土
人
情
ノ

異
ナ
ル

」

も
の

が
あ
り
、

ま
た
「
山
川
自
然
ノ

境
界
ア

リ
テ
之
ヲ
一

括
ス

ル

ハ

施
政
上
及
人
民
ノ

不
便
不
尠
」
と
の

理
由
か
ら
西
南
北
の

三
郡
に
分
け
る
こ

と
、

久
良
岐
郡
の

内
、

市
街
地
八
十
一

町
を
横
浜
区
に
し
た
い

と
伺
い

申
し
た
。

こ

の

伺
い

は
、

十
一

月
七
日
付
を
も
っ

て

許
可
さ
れ
る
と
こ

ろ
と
な
っ

た
（『
神
奈
川
県
史
料
』
政
治
部
、

県
治
〈
復
刻
版
、

第
二

巻
、

四
ペ

ー
ジ

〉）。
こ

の

う
え
で

県
は
、

十
一

月
十
八
日
、

県
達
甲
第
百
四
十
五
号
を
も
っ

て

県
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内
の

郡
・

区
の

編
制
を
公
布
し
た
が
、

こ

の

な
か
で
、

大
住
郡
（
百
四
十
四
村
）
と
淘
綾
郡
（
二

十
町
村
）
を
連
合
さ
せ
て
、

一

郡
長
を
置
く
こ

と

を

明
ら
か
に
し
た
。

郡
役
所
の
設

置
と
紛
議

右
と
同
じ
日
、

県
は
甲
第
百
四
十
六
号
を
も
っ

て

郡
役
所
の

位
置
を
公
布
し
、

甲
第
百
四
十
七
号
を
も
っ

て

県
の

小
田
原
支
庁
を

十
一

月
限
り
で

廃
止
す
る
旨
布
達
し
た
。

こ

の

日
に
は
ま
た
、

郡
区
長
が
発
令
さ
れ
て
い

る
。

つ

い

で

役
所
の

庁
舎
に

関
す
る
指
示

が
、

十
一

月
二

十
六
日
、

甲
第
百
五
十
六
号
県
達
で

な
さ
れ
た
。

も
ち
ろ
ん
、

独
自
の

庁
舎
を
建
築
す
る
ま
で

の

仮
り
の

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

れ
ら
を

第8表　郡区役所位置及び仮庁舎，町村数，初代郡長

一覧表

郡区役所位置及び仮庁舎については『神奈川県史資料編』11
所収の資料63―⑴・⑵その他から，町村数は『横浜毎日新聞』
1878年11月19日付所収の県達甲第145号から，郡長については

『神奈川県資料』「附録部，郡区吏履歴全」（復刻版，第八巻
所収）によった
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第
八

表
に

し
て

掲
げ
て

み
よ
う
。

郡
の

区
域
と
郡
役
所
位
置
と
の

関
係
を
み
る
と
、

北
多
摩
郡
・

都
筑
郡
・

高
座
郡
・

大
住
・

淘
綾
両
郡
・

愛
甲
郡
な
ど
の

郡
役
所
は
、

郡
内
の
一

隅
に

位
置
し
て
お
り
、

郡
役
所
に
出
頭
す
る
機
会
の

比
較
的
多
い

戸
長
や
重
立
ち
た
ち
に
と
っ

て
、

不
便
な
こ

と
で

あ
っ

た
。

東
海
道
に
そ
っ

た
郡

は
、

い

ず
れ
も
道
沿
い

の

宿
場
町
に

設
置
さ
れ
て
い

る
。

戸
塚
や
小
田
原
な
ど
は
郡
の

ほ
ぼ
中
心
に

位
置
し
て
い

る
か
ら
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、

藤
沢
や
大
磯
は
そ
う
で

な
い
。

と
く
に
、

境
川
と
馬
入
川
を
東
西
の

境
界
と
し
、

北
は
橋
本
・

相
原
村
に
及
ぶ
、

南
北
に
長
い

高
座
郡
の

郡
役
所
が

海
に

近
い

藤
沢
に

置
か
れ
た
こ

と
は
、

郡
民
の

強
い

反
発
を
招
い

た
。

一

八
七
八
年
十
二

月
十
三
日
、

柏
ケ
谷
村
を
は
じ
め
と
す
る
二
十
五
か
村
の

人
民
総
代
と
し
て
、

北
嶋
政
吉
・

中
村
鉄
之
助
・

山
本
作
左
衛
門
が

連
署
し
、

「
郡
役
所
位
置
藤
沢
駅
タ
ル

ハ

遠
隔
村
民
ノ

困
難
堪
エ

難
」
い

の

で
、

実
情
を
酌
量
し
て
「
至
当
ノ

箇
所
御
撰
定
御
更
設
」
す
る
よ
う
、

県

令
に

嘆
願
し
て
い

る
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
六
三

）。
前
節
で

み
た
よ
う
に
、

総
代
の
一

人
で

郡
内
最
北
部
に

属
す
る
下
九
沢
村
の

山
本
作
左
衛
門

は
、

こ

の

後
、

第
一

回
の

県
会
議
員
に

選
ば
れ
、

一

八
八
六（
明
治
十
九

）年
四
月
ま
で

の

七
年
間
余
り
、

県
議
と
し
て

活
躍
し
て
い

く
人
物
で

あ
る
。

し
か
し
、

こ

の

嘆
願
は
却
下
さ
れ
た
。

一

方
、

こ

れ
よ
り
も
早
い

十
一

月
三
十
日
に

は
、

都
筑
郡
三
十
四
か
村
の

住
民
総
代
六
名
が
連
署
し
た
「
郡
役
所
位
置
変
換
願
」
が
県
令
に

提
出

さ
れ
て
い

る
。

そ
し
て
、

こ

れ
が
無
回
答
で

あ
っ

た
の

で
、

十
二

月
十
四
日
に

再
願
し
た
と
こ

ろ
、

同
月
十
八
日
付
を
も
っ

て

聞
き
届
け
が
た
い

と

指
令
が
あ
っ

た
が
、

こ

れ
に
ひ
る
ま
ず
、

同
月
二
十
六
日
に

は
「
郡
役
所
位
置
変
換
之
儀
再
三
願
」
の

提
出
に

及
ん
だ
。

「
再
三
願
」
に
よ
れ
ば
、

県

の

指
示
し
た
川
井
村
は
「
当
郡
の

西
南
端
に

偏
倚
し
四
方
の

路
程
等
し
か
ら
ず
人
民
の

不
便
な
る
を
以
て

郡
内
中
央
な
る
川
和
村
」
へ

変
換
し
て

ほ

し
い

と
い

う
の

が
そ
の

主
旨
で
、

そ
の

さ
い

五
か
条
に

わ
た
っ

て

理
由
を
挙
げ
て
い

る
。

不
便
で

あ
り
、

旅
費
等
の

民
費
が
か
さ
む
と
い

う
主
張
が

基
本
的
な
も
の

で

あ
っ

た
（『
横
浜
毎
日
新
聞

』
明
治
十
一

年
十
二

月
二

十
八
日
付
雑
報

）。
こ

の

主
張
は
高
座
郡
の

場
合
も
同
様
で
、

風
雨
や
雪
の

日
に
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